
図表－１ 公募型競争入札方式の実施手続（第１４条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（翌日～） 
１０日 

 
 
 
 

１０日 
～ 
２０日 

 
 
 
 
 
 

４０日 
以上 

 
 

 
 
 
 
 
    １日 
 
※ 価格落札方式の場合は不要 ／★ 行政機関の休日を含まない 

８日 

施行伺 

入札書提出期限 

・入札参加者の選定基準の設定 

・技術審査/技術評価（※）基準の設定 
 －業務の実施体制 
 －同種又は類似業務の実績 
 －業務実施方針及び手順（※） 
－特定テーマの設定（※） 等 

・記載内容 
－業務の概要 
－参加表明書の作成・提出に関
する留意事項 
－入札参加者の選定基準 
－落札者の決定方法 

・指名業者の決定／全提出者へ通知 

非指名理由の説明要求 

非指名理由の説明要求 

に係る回答 

７日★

10 日 

技術審査会 

競争参加資格等審査委員会 

発注依頼 

手続開始の公告（社屋内・HP・官報 
入札説明書の交付開始 

入札説明書、手続開始公告（写）、
契約書案、入札指示書、図面、仕様
書、現場説明書を無料交付 

参加表明書の提出期限 

技術審査会 

入札書提出期限の前日 

入札執行伺 

発注伺 

質問書の提出期限 

技術提案書の提出期限（※） 

技術審査会（※） 

累計日数 標準日数 

１１日 

（
翌
日
〜
）
質
問
書
の
受
付
期
間 

入
札
説
明
書

の
交
付
期
間 

２１日 

○ 累計日数には、入札公告に
先立つ手続に要する日数は
含まれない。 

○ 特に官報公告の手続には
約３週間程度必要（総務担当
部署と調整のこと）。 

・技術等の評価（採点） 

・参加表明書の審査 

【標準型】ヒアリングの実施

競争参加資格等審査委員会 

・契約手続、条件等の決定 

標準型：20 日以上 

簡易型：10 日（※）

６１日 

開  札  日 



図表－２ 簡易公募型競争入札方式の実施手続（第１４条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    （翌日～） 
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１０日 
～ 
２０日 

 
 
 
 
 
 

２０日 
      ～ 

４０日 
 

 
 
 
 
 
    １日 
 
※ 価格落札方式の場合は不要 ／★ 行政機関の休日を含まない 

８日 

施行伺 

入札書提出期限 

・入札参加者の選定基準の設定 

・記載内容 
－業務の概要 
－参加表明書/技術提案書の作
成・提出に関する留意事項 
－入札参加者の選定基準 
－落札者の決定方法 

５日★

５日 

技術審査会 

競争参加資格等審査委員会 

発注依頼 

手続開始の公告（社屋内・HP） 
入札説明書の交付開始 

入札説明書、手続開始公告（写）、
契約書案、入札指示書、図面、仕様
書、現場説明書を無料交付 

参加表明書の提出期限 

技術審査会 

入札書提出期限の前日 

入札執行伺 

発注伺 

質問書の提出期限 

技術提案書の提出期限（※） 

技術審査会（※） 

累計日数 標準日数 

１１日 

（
翌
日
〜
）
質
問
書
の
受
付
期
間 

入
札
説
明
書

の
交
付
期
間 

２１日 

○ 累計日数には、入札公告に
先立つ手続に要する日数は
含まれない。 

【標準型】ヒアリングの実施

・参加表明書の審査 

・技術審査/技術評価（※）基準の設定 
 －業務の実施体制 
 －同種又は類似業務の実績 
 －業務実施方針及び手順（※） 
－特定テーマの設定（※） 等 

非指名理由の説明要求 

非指名理由の説明要求 

に係る回答 

競争参加資格等審査委員会 ・選定基準に基づき 5者もしくは 

10 者程度を選定 

・指名業者の決定／全提出者へ通知 

・契約手続、条件等の決定 

・技術等の評価（採点） 

標準型：20 日以上 

簡易型：10 日（※）

４１日 

開  札  日 


